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川崎市市税条例の一部を改正する条例 

川崎市市税条例（昭和２５年川崎市条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

第３４条に次の１項を加える。 

３ 市長は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置

に関する法律（平成８年法律第８５号）第２条第１項の規定により特定非常

災害として指定された非常災害（以下「特定非常災害」という。）により第

１項第１号に該当する者となったことが、次に掲げる事務の処理その他によ

り把握した状況から明らかであると認める場合には、前２項の規定にかかわ

らず、職権により市民税を減免することができる。 

⑴  災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第９０条の２第１項の規 

定による同項に規定する罹
り

災証明書の交付 

⑵ 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）第３条第 

１項の規定による災害弔慰金の支給 

第４９条第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の１項を加え

る。 



４ 市長は、特定非常災害により第１項第１号に該当する固定資産となったこ

とが、第３４条第３項第１号に掲げる事務の処理その他により把握した状況

から明らかであると認める場合には、第１項及び第２項の規定にかかわらず、

職権により固定資産税を減免することができる。 

第９３条の２の８に次の１項を加える。 

３ 市長は、特定非常災害により第１項の規定に該当する者となったことが、

第３４条第３項第１号に掲げる事務の処理その他により把握した状況から明

らかであると認める場合には、前２項の規定にかかわらず、職権により特別

土地保有税を減免することができる。 

第９３条の１７に次の１項を加える。 

３ 市長は、特定非常災害により第１項の規定に該当する者となったことが、

第３４条第３項第１号に掲げる事務の処理その他により把握した状況から明

らかであると認める場合には、前２項の規定にかかわらず、職権により事業

所税を減免することができる。 

附則第８項の見出し中「、附則第１５条の８及び附則第１５条の９の３」を 

「等」に改め、同項中「及び附則第１５条の９の３」を「、附則第１５条の９

の３及び附則第１５条の１１」に改め、同項第３号中「附則第１５条第１４項

本文」を「附則第１５条第１３項本文」に改め、同項第４号中「附則第１５条

第１４項ただし書」を「附則第１５条第１３項ただし書」に改め、同項第５号

中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０項」に改め、同項第６号

中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項第１号」に改め、

同項第７号中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１項第２

号」に改め、同項第８号中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条

第２１項第３号」に改め、同項第９号中「附則第１５条第２３項第１号」を「附

則第１５条第２２項第１号」に改め、同項第１０号中「附則第１５条第２３項



第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同項第１１号中「附則第

１５条第２５項第１号」を「附則第１５条第２４項第１号」に、「２分の１」

を「３分の１」に改め、同項第１２号中「附則第１５条第２５項第２号」を「附

則第１５条第２４項第２号」に、「１４分の１１」を「２分の１」に改め、同

項第１３号中「附則第１５条第２５項第３号」を「附則第１５条第２４項第３

号」に、「１２分の７」を「２分の１」に改め、同項第１４号中「附則第１５

条第２５項第４号」を「附則第１５条第２４項第４号」に、「３分の１」を「１

２分の７」に改め、同項第１５号中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５

条第２７項」に改め、同項第１６号中「附則第１５条第３２項」を「附則第１

５条第３１項」に改め、同項第１７号中「附則第１５条第３６項」を「附則第

１５条第３５項」に改め、同項第１８号中「附則第１５条第３７項」を「附則

第１５条第３６項」に改め、同項第１９号中「附則第１５条第４０項」を「附

則第１５条第３９項」に改め、同項第２０号中「附則第１５条第４１項」を「附

則第１５条第４０項」に改め、同項に次の１号を加える。 

(23) 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合 ３分の１ 

附則第１１項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」

に改め、同項中「の改修実演芸術公演施設」を「の改修特別特定建築物」に、

「当該改修実演芸術公演施設」を「当該改修特別特定建築物」に改める。 

附則第２５項の前の見出し中「令和５年度」を「令和８年度」に改め、同項

中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日」を「令和７年４月１日から令

和１０年３月３１日」に改める。 

附則第２６項中「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４

月１日」に、「当該指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度

分」に改める。 

附則第２７項を削る。 



附則第２８項の前の見出しを削り、同項中「附則第２５項から前項まで」を

「前２項」に改め、同項を附則第２７項とし、同項の前に見出しとして「（軽

自動車税の賦課徴収の特例）」を付する。 

附則第２９項を附則第２８項とし、附則第３０項を附則第２９項とし、附則

第３１項を附則第３０項とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（減免に関する経過措置） 

２ 改正後の条例（以下「新条例」という。）第３４条第３項、第４９条第４

項、第９３条の２の８第３項及び第９３条の１７第３項の規定は、令和８年

４月１日以後に発生する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るた

めの特別措置に関する法律（平成８年法律第８５号）第２条第１項の規定に

より特定非常災害として指定された非常災害に係る減免について適用する。 

（固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 

３ 新条例附則第８項第１１号から第１４号までの規定は令和９年度以後の年

度分の固定資産税について、同項第２３号の規定は同年度以後の年度分の固

定資産税及び都市計画税について適用する。 

４ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附

則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー設備に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。 

５ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改



修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税及び都市計画税については、

なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

６ 新条例附則第２５項及び第２６項の規定は、令和８年度以後の年度分の軽

自動車税について適用し、令和７年度分までの軽自動車税については、なお

従前の例による。 

 


